
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
要
綱

一

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
改
正

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
、
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
、

地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
、
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を

定
め
る
政
令
、
携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携
帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の
防
止

に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
罪
を
定
め
る
政
令
、
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
法
施
行
令
、
高
度

専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
国
立
研
究
開
発
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
、
再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
施
行
令
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
施
行
令
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法

律
施
行
令
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
、
地

方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
及
び
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
法
施
行
令
に
つ
い
て
、
政
令
中

の
「
覚
せ
い
剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
改
め
る
等
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第
一
条
及
び
第
四
条
か
ら
第
六
条

、
、

ま
で
関
係
）



二

覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
令
及
び
覚
せ
い
剤
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
改
正

覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
令
の
題
名
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
施
行
令
」
に
、
覚
せ
い
剤
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の
題
名
を
「
覚

醒
剤
原
料
を
指
定
す
る
政
令
」
に
改
め
る
と
と
も
に
、
政
令
中
の
「
覚
せ
い
剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
改
め
る

、
、

等
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
）

三

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

大
規
模
な
武
力
攻
撃
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
医
療
を
行
う
外
国
医
療
関
係

者
に
対
し
て
適
用
す
る
法
律
と
し
て
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
覚
醒
剤
取
締
法
第
三
十
条
の
七
第
十
三
号
、
第
三
十
条
の
九
第
一
項
第
六
号
、
第
三
十
条
の
十
三
及
び
第
三
十
条
の
十
四

第
二
項
の
規
定
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
政
令
中
の
「
覚
せ
い
剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
改
め
る
こ
と
。
（
第

、
、

七
条
関
係
）

四

改
正
法
の
一
部
の
規
定
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
八
条
関
係
）

五

こ
の
政
令
は
、
改
正
法
第
四
条
（
覚
せ
い
剤
取
締
法
第
九
条
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
の
施
行
の

、
、



日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
（
附
則
関
係
）


